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田鍬智志　競馬節会行幸の舞楽《蘇芳菲》《狛龍》から因幡の麒麟獅子舞へ〔一〕

一
、
は
じ
め
に

慶（
一
六
五
〇
）

安
三
年
、
初
代
鳥
取
藩
主
の
池
田
光
仲
は
、
全
国
大
名
に
先
駆
け
て
領
内
に
東
照
宮

を
創
建
し
、
権
現
祭
を
創
始
し
た
。
現
在
、
因
幡
地
方
（
鳥
取
県
東
部
）
の
約
一
五
〇
地

区
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
麒
麟
獅
子
舞
は
、そ
の
権
現
祭
に
登
場
し
た
獅
子
舞
が
元
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
説
は
鳥
取
大
学
名
誉
教
授
で
あ
っ
た
野

（
一
九
三
五
〜
二
〇
一
五
）

津
龍
氏
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、こ
ん

に
ち
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

鳥
取
県
教
育
員
会
は
、
平
成
二
六
年
か
ら
二
九
年
の
四
年
間
に
わ
た
り
、
麒
麟
獅
子
舞

調
査
を
行
っ
た
。
調
査
専
門
委
員
の
一
人
で
あ
る
永
井
猛
氏
は
、そ
の
調
査
報
告
書
の
な

か
で
麒
麟
獅
子
の
頭
の
特
徴
で
あ
る
「
一
角
」
か
ら
、『
舞
楽
の
圖
（
信
西
古
楽
図
）』
に

描
か
れ
た
一
角
獣
の
舞
《
蘇
芳
菲
》
に
比
定
し
、麒
麟
獅
子
舞
の
源
流
で
あ
る
可
能
性
に

言
及
し
た
。

そ
こ
で
筆
者
は
、永
井
氏
の
説
を
多
角
的
に
検
証
し
て
み
る
。
本
稿
〔
一
〕
で
は
、『
教

訓
抄
』
や
『
管
眼
集
』
な
ど
か
ら
、
そ
の
芸
態
、
音
楽
の
実
態
、
さ
ら
に
は
宮
中
行
事

「
競
馬
節
会
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
こ
ん
に
ち
の
麒
麟
獅
子
舞
と
の
共

通
点
を
見
出
し
て
み
る
。

二
、  

鳥
取
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
麒
麟
獅
子
舞
調
査
経
緯
と
《
蘇
芳
菲
》
源
流
説
の

提
唱

麒
麟
獅
子
舞
と
は
、鳥
取
県
東
部
（
因
幡
）
や
隣
接
す
る
兵
庫
県
の
一
部
に
伝
わ
る
獅

子
舞
の
一
種
で
あ
る
。通
常
の
獅
子
舞
の
頭
よ
り
も
面
長
で
一
本
角
が
あ
り
耳
が
逆
立
っ

て
い
る
（
図
1
）。
そ
し
て
頭
全
体
は
頭
全
体
に
金
箔
が
押
し
て
あ
る
。
カ
ヤ
（
胴
幌
／

油
単
）
は
赤
色
で
、背
筋
の
部
分
は
黒
色
と
な
っ
て
い
る
。
獅
子
と
と
も
に
赤
い
面
を
つ

け
た
「
猩
々
」
も
登
場
す
る
こ
と
も
特
色
で
あ
る
。
因
幡
エ
リ
ア
だ
け
で
現
在
約
一
五
〇

も
の
地
区
（
神
社
）
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
そ
の
起
源
は
、初
代
鳥
取
藩
主
池
田
光
仲
（
図
2
）
が
慶（

一
六
五
〇
）

安
三
年
に

競
馬
節
会
行
幸
の
舞
楽
《
蘇
芳
菲
》《
狛
龍
》
か
ら
因
幡
の
麒
麟
獅
子
舞
へ
〔
一
〕

田
鍬　

智
志

図 1　麒麟獅子舞の頭と尾
（2015年5月17日鳥取市行徳 聖神社祭礼、筆者撮影）
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因
幡
東
照
宮
を
創
建
し
権
現
祭
を
創
始
し
た
際
の
神
幸
行
列
に
登
場
さ
せ
た
こ
と
に
始

ま
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
起
源
説
は
、
地
元
の
言
い
伝
え
で
は
な
く
、
鳥
取
大
学
で

教

を
と
っ
た
（
故
）
野
津
龍
氏
の
提
唱
に
よ
る
も
の
で
、長
年
の
麒
麟
獅
子
研
究
を
ま

と
め
て
出
版
し
た
『
因
幡
の
獅
子
舞
研
究
』（
一
九
九
三
）
に
よ
っ
て
定
着
し
た
。
野
津

氏
の
説
は
、
権
現
祭
創
始
時
、「
神
楽
獅
子
」
の
頭
を
徳
政
の
象
徴
た
る
麒
麟
に
変
え（1）
、

能
楽
を
嗜
む
光
仲
が
猩
々
を
採
り
入
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
麒
麟
獅
子
は

そ
の
時
創
作
さ
れ
た
舞
で
あ
る
と
い
う
。

鳥
取
県
教
育
員
会
は
、
平
成
二
六
年
か
ら
二
九
年
の
四
年
間
に
わ
た
り
、
麒
麟
獅
子
舞

の
伝
承
実
態
お
よ
び
獅
子
頭
な
ど
の
道
具
、
文
献
、
図
像
史
料
の
伝
存
状
況
の
調
査
を
行

い
、調
査
終
了
後
に
報
告
書
を
上
梓
し
た
（
同
委
員
会
事
務
局
文
化
財
課 

二
〇
一
八
、以

下
「
報
告
書
」）。
文
化
庁
は
こ
の
報
告
を
う
け
て
、令
和
元
年
五
月
に
「
日
本
海
の
風
が

生
ん
だ
絶
景
と
秘
境
―
幸
せ
を
呼
ぶ
霊
獣
・
麒
麟
が
舞
う
大
地
「
因
幡
・
但
馬
」」
と
し

て
日
本
遺
産
に
認
定
し
、
続
い
て
令
和
二
年
一
月
に
は
国
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
し

た
。
日
本
遺
産
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
は「
麒
麟
は
他
の
生
き
物
を
傷
つ
け
な
い
泰
平
の
世

の
象
徴
と
さ
れ
た
中
国
に
伝
わ
る
霊
獣
で
、約
三
七
〇
年
前
に
初
代
鳥
取
藩
主
・
池
田
光

仲
が
偉
大
な
曾
祖
父
・
徳
川
家
康
を
祀
る
た
め
に
創
建
し
た
神
社
の
祭
礼
で
、麒
麟
の
顔

を
持
つ
獅
子
舞
と
し
て
初
め
て
姿
を
現
し
た
。
き
ら
び
や
か
な
そ
の
姿
を
見
た
人
々
は
、

幸
せ
を
呼
ぶ
存
在
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
村
の
祭
り
に
も
取
り
入
れ
た
い
と
強
く
願
っ

た
。
麒
麟
獅
子
は
そ
の
顔
や
舞
の
作
法
な
ど
、村
ご
と
に
異
な
る
個
性
と
形
態
を
生
み
な

が
ら
、
こ
の
地
に
広
が
り
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。」
と
あ
っ
て
、
池
田
光
仲
創
始
説
を

そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
一
方
、国
重
要
無
形
文
化
財
『
文
化
審
議
答
申
』（
一
月
十
七

日
発
表
、
文
化
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
に
は
、「
他
地
域
に
は
み
ら
れ
な
い
麒
麟
を
想
起
さ

せ
る
頭
を
用
い
た
獅
子
舞
で
あ
る
。
頭
の
形
状
の
み
な
ら
ず
、
猩
々
を
伴
う
点
や
、
重
厚

な
舞
ぶ
り
な
ど
に
も
特
色
を
有
し
て
い
る
。
特
定
地
域
内
に
濃
密
な
分
布
を
み
せ
、獅
子

舞
の
変
遷
の
過
程
を
考
え
る
上
で
も
重
要
」
と
あ
っ
て
、光
仲
創
始
説
な
ど
歴
史
的
言
及

は
一
切
な
か
っ
た
が
、し
か
し
各
報
道
が
文
化
財
新
指
定
を
報
じ
た
ニ
ュ
ー
ス
の
な
か
で

光
仲
創
始
説
に
ふ
れ
た
こ
と
で
、
結
局
全
国
的
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

東
照
大
権
現
（
徳
川
家
康
公
）
を
祭
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
出
し
物
と
し
て
、霊
獣
麒
麟

を
登
場
さ
せ
た
と
い
う
説
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
が
、い
か
に
家
康
血
縁

の
光
仲
と
は
い
え
、
権
化
し
て
間
も
な
い
新
た
な
神
、
神
威
強
大
な
る
神
の
祭
祀
儀
礼

に
、個
人
的
な
趣
味
趣
向
を
投
影
す
る
だ
ろ
う
か
。
や
ん
ご
と
な
い
神
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
ど
の
よ
う
に
祀
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
祭
祀
儀
礼
が
望
ま
し
い
か
、
家
康
血
縁
の

藩
主
と
い
え
ど
も
識
者
の
意
見
を
仰
ぎ
そ
の
意
見
に
従
う
で
あ
ろ
う
。

調
査
専
門
部
会
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
永
井
猛
氏
は
、第
四
章
第
二
節
「
麒
麟
獅
子
舞

の
生
ま
れ
た
文
化
的
背
景
」
に
お
い
て
麒
麟
獅
子
の
源
流
に
つ
い
て
、野
津
氏
の
説
を
概

ね
継
承
し
な
が
ら
も
、
新
た
な
見
解
を
示
し
た
。
そ
れ
が
、
舞
楽
《
蘇
芳
菲
》《
狛
犬
》

祖
型
説
で
あ
る
。
以
下
に
該
当
す
る
文
を
抜
き
書
き
し
て
み
る
。

・  

一
本
角
の
獅
子
の
舞
に
つ
い
て
は
、
舞
楽
の
「
狛
犬
」「
蘇
芳
菲
」
の
系
統
の
舞
で
は

図 2　池田光仲画像
（所蔵・画像提供：鳥取県立博物館）
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な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
は
、鳥
取
藩
の
侍
に
一
本
角
の
獅
子
に
つ
い
て
「
狛

犬
」
と
記
し
た
人
が
い
る
。（
一
三
六
頁
）

・  
ま
た
、
一
角
の
「
蘇
芳
菲
」
に
つ
い
て
、『
教
訓
抄
』
で
は
、
頭
は
犬
の
よ
う
で
「
口

細
シ
テ
面
長
」
と
あ
り
、
古
く
は
頭
が
金
色
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
改
行
）
こ
う
い
っ

た
面
長
な
狛
犬
・
蘇
芳
菲
の
系
統
の
頭
で
舞
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
が
、因

幡
東
照
宮
祭
礼
の
獅
子
舞
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
同
頁
）

・  

鳥
取
藩
士
の
中
に
は
、
上
野
忠
親
の
よ
う
に
、
一
本
角
の
獅
子
は
「
狛
犬
」、
ひ
い
て

は
「
獬
豸
」
ま
た
は
「
蘇
芳
菲
」
と
認
識
し
て
い
た
人
た
ち
が
い
て
、獅
子
頭
の
造
形

に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
一
三
八
頁
）

こ
の
よ
う
に
永
井
氏
は
、
麒
麟
獅
子
の
祖
型
に
つ
い
て
、《
蘇
芳
菲
》《
狛
犬
》
と
二
つ

の
可
能
性
を
提
示
し
た
。《
蘇
芳
菲
》
も
《
狛
犬
》
も
廃
絶
舞
楽
で
あ
り
、
現
在
伝
承
さ

れ
て
い
な
い
。
過
去
の
芸
態
は
、文
献
か
ら
断
片
的
に
知
れ
る
の
み
で
あ
る
。
本
稿
で
は

ま
ず
、
氏
が
典
拠
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
鎌
倉
時
代
の
楽
書
『
教
訓
抄
』（
天
福
元

年
〔
一
二
三
三
〕、
狛
近
真
撰（2）
）
に
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
今
一
度
精
査
し
、

そ
れ
ら
の
可
能
性
を
検
証
し
て
み
た
い
。

三
、《
狛
犬
》
祖
型
説
の
検
証

一
角
獣
の
狛
犬
は
、
確
か
に
一
角
を
も
つ
麒
麟
獅
子
に
通
ず
る
要
素
で
は
あ
る
。『
教

訓
抄
』
巻
第
五
の
「
狛
犬
」
の
項
に
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
。
以
下
に
原
文

を
あ
げ
、
そ
の
意
味
を
解
説
し
て
み
る
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
、
後
の

註
解
番
号
に
対
応
す
る
）。

狛コ
マ
イ
ヌ犬

（
中
略
）

①
相
撲
用
之
。
舞
欲
出
之
時
、
先
吹
二
乱
声
一
大
乱
声
。
打
毬
之
時
、
右
方
以
此
為
二
勝
負

楽
一
。
舞
者
二
人
。
用
二
ク
チ
ト
リ
二
人
一
。（
中
略
）

②
舞
入
時
、
乍
含
二
続
火
一
入
。
楽
有
二
破
急
一
。
乱
声
狛
犬
出
、
乱
声
伏
、
吹
破
時
、
興

是
舞
。
吹
急
、
食
火
入
了
。
已
上
、
多
資
忠
日
記
。

③
古
譜
云
、
吹
二
乱
声
為
一
出
曲
。
犬
出
伏
時
、
吹
序
。
次
大
真
人
出
。
出
来
頃
之
、
犬

追
喫
二
大
真
人
一
之
時
、
吹
二
乱
声
一
。
次
吹
破
入
可
云
々
。
今
案
者
、
序
ハ
破
歟
。
破
者

又
急
也
。（
後
略
）

【
註
解
】

①  　

相
撲
や
打
毬
の
と
き
の
右
方
勝
負
楽
と
し
て
舞
わ
れ
、舞
は
二
人
（
前
足
役
・
後
足

役
か
）、「
ク
チ
ト
リ
」
と
い
う
役
が
二
人
登
場
す
る
。

②  　
『
多
資
忠
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
破
と
急
が
あ
り
、
ま
ず
乱
声
に
て
登
場
す
る
。
舞
台

に
あ
が
っ
た
狛
犬
は
や
が
て
「
伏
」
せ
て
眠
っ
て
し
ま
う
。
破
の
曲
に
は
い
る
と
、（
ク

チ
ト
リ
は
狛
犬
を
）「

（
起
）
興
」
し（3）
、
舞
い
だ
し
て
、
急
の
曲
に
移
る
と
「
続た
い
ま
つ火
」
を
口
に

く
わ
え
て
（
火
を
食
し
て
）
退
場
す
る
。

③  　

ま
た
あ
る
「
古
譜
」
に
は
、
乱
声
に
て
登
場
し
「（

眠

っ

た

）

伏
」
せ
た
時
に
序
の
曲
（
今
案

〔
教
訓
抄
撰
述
時
〕
は
こ
れ
を
破
の
曲
）
が
は
じ
ま
り
、
そ
こ
に
「
大（

魔
か
）
真
人
」
が
登
場

し
て
く
る
と
、
犬
は
大
真
人
を
追
っ
て
「（

食
い
つ
き
／
飲
み
こ
み
）

喫
」
し
（
そ
の
と
き
乱
声
を
奏
す
）、
そ
の

後
破
の
曲
（
今
案
で
は
こ
れ
を
急
の
曲
）
を
舞
う
。

こ
の
よ
う
に
、《
狛
犬
》
舞
の
特
色
は
、
一
旦
伏
せ
て
眠
っ
て
し
ま
う
所
作
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
シ
の
舞
の
こ
ん
に
ち
の
伝
承
例
と
し
て
は
、隠
岐
国
分
寺
蓮

華
会
舞
の
《
獅
子
之
舞
》（
図
3
）
や
遠
州
森
町
の
一
宮
小
國
神
社
・
天
宮
神
社
十
二
段

舞
楽
の
《
獅
子
》
な
ど
が
あ
る
。
と
く
に
十
二
段
舞
楽
の
《
獅
子
》
は
、「
獅
子
伏
せ
」

と
呼
ば
れ
る
ク
チ
ト
リ
役
が
い
る
こ
と
、
小
國
神
社
の
《
獅
子
》
に
い
た
っ
て
は
、
最
後

に
舞
殿
の
軒
先
に
吊
る
し
た
提
灯
を
噛
ん
で
落
と
す
所
作
が
あ
り
、「
食
火
入
了
」
を
お

も
わ
せ
る
演
出
と
な
っ
て
い
る
。
隠
岐
国
分
寺
《
獅
子
之
舞
》
に
は
「
大（

魔
か
）
真
人
」
に
相
当

す
る
役
は
な
い
が
、
舞
台
四
隅
の
幡
を
め
が
け
て
突
進
し
幡
の
竿
を
か
じ
る
所
作
が
あ

り
、
ま
た
、《
眠
り
佛
之
舞
》
の
脇
役
と
し
て
も
登
場
し
、
居
眠
り
す
る
稚
児
形
の
菩
薩
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に
噛
み
つ
い
て
起
こ
す
場
面
が
あ
る
（
一
種
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
か
）。
麒
麟
獅
子
は
、
芸
態

か
ら
み
れ
ば
、
隠
岐
国
分
寺
や
遠
州
一
宮
の
獅
子
舞
と
は
趣
の
異
な
る
舞
で
あ
り
、《
狛

犬
》
系
と
は
言
い
難
い
。
で
は
、
次
に
《
蘇
芳
菲
》
の
可
能
性
に
し
ぼ
っ
て
、
以
下
考
察

し
て
み
る
。

四
、『
教
訓
抄
』
に
記
さ
れ
る
鎌
倉
初
期
以
前
の
《
蘇
芳
菲
》
の
実
像

『
教
訓
抄
』
巻
第
四
の
《
蘇
芳
菲
》
の
項
を
み
て
み
よ
う
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
筆
者
に

よ
る
も
の
で
、
後
の
註
解
番
号
に
対
応
す
る
）。

蘇ソ

芳ハ
ウ

菲ヒ　
拍
子
九　　
　
　
　
　
　
　

又
古
楽　

新
楽

④
此
曲
五
月
節
会
舞
二
御
輿
之
御
前
一　

是
従
二
弘
仁
一
初
メ
テ
競
馬
ノ
行
幸
奏
レ
之　
⑤
対

二
右
狛
龍
一
小
馬
形
乗　
⑥
蘇
芳
菲
ノ
身
ハ
師
子
ノ
姿
ナ
リ　

頭
ハ
如
二
犬
頭
一
也
口
細
メ
面
長　

⑦
中ナ
カ

実コ

装
束　

如
二
左
乗の
り

尻し
り

装
束
一
也
不
（
木
？
）帽

子 

踏
懸 

糸
鞋
也  

⑧
在
二
子
二
人
一 

装
束
如
レ
犬
在
二
面
帽
子
一  

⑨
此
中ナ
カ

実コ
楽
所
末
者
役　
⑩
子
者
各
従
フ
テ
出
ル　

乗
尻
ノ
前
ニ
参
向 

⑪
奏
二
当
曲
一
向
二
御
車
一

付
御
幸　
⑫
舞
ノ
体
者 

先
ツ
身
ヲ
振
テ
左
ヲ
ハバ

グク

ヒ 

右
ヲ
ハ
ク
ヒ 

次
拝
二
度　

膝
ヲ
カ
ヾ

メ
テ
ハ
ウ 

御
車
ニ
先
キ
立
也 

⑬
御
車
御
所
寄
畢
後
又
如
レ
先
ハ
グ
ヒ
テ
還
列
之
時
、
即
加

二
三
度
拍
子
一

⑭
古
記
云
此
舞
従
二
弘
仁
初
テ
競
馬
行
幸
奏
レ
之 

此
舞
躰
如
二
師
子
一
頭
二
有
一
角
一
頭
色
金

色
其
身
色 

⑮
詠
子
二
人 

面
形
如
出
色
白
、
蒙
二
紺
帽
子
一
如
犬
蚑
也

⑯
又
船
楽
ニ
モ
奏
レ
之
ソ
ノ
ユ
ヘ
ニ
古
楽
ト
シ
ル
シ
タ
ル
物
也
（
中
略
）
⑰
仁
安
ノ
日
吉
ノ

競
馬
ノ
御
幸
ノ
舞
ニ
ハ
建
仁
三
年
ノ
七
社
ノ
競
馬
御
幸 

蘇
芳
菲
ノ
作
法
殊
ノ
外
ニ
違
フ

タ
リ 

然
者
古
キ
ヲ
正
説
ト
ス
ベ
シ 

仍
仁
安
ノ
振
舞
注
シ
置
也

【
註
解
】

④  　
《
蘇
芳
菲
》
は
、
五
月
節せ
ち
え会
の
競
く
ら
べ

馬う
ま

の
行
幸
の
と
き
、
帝
の
輿
の
御
前
で
舞
う
。
こ

の
こ
と
は
弘（

八
一
〇
〜
二
四
）

仁
年
間
（
嵯
峨
、
淳
和
両
帝
在
位
中
）
よ
り
始
ま
る（4）
。

⑤  　

左
方
舞
の
《
蘇
芳
菲
》
の
番
つ
が
い

舞ま
い
（5）は
右
方
舞
の
《
狛こ
ま

龍り
ょ
う（
駒こ
ま
が
た形
）》。
蘇
芳
菲
と
と
も
に

図 3　隠岐国分寺蓮華会舞の《獅子之舞》伏せる姿（2019 年 4月 21 日筆者撮影）
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行
幸
に
付
き
従
う
。

⑥  　

蘇
芳
菲
は
師
子
の
姿
で
あ
る
が
、
頭か
し
らは
犬
の
よ
う
で
あ
り
、
口
が
細
く
て
面
長
の
顔

を
し
て
い
る
。

⑦  　

中な
か

実ご

（
所
謂
、
カ
ヤ
・
油
単
の
中
に
は
い
る
人
）
装
束
は
、
左
方
の
乗
尻
（
騎
手
）

の
装
束
の
よ
う
で
あ
り
、
不
帽
子
（
木
帽
子
か
）、
踏ふ

懸が
け

（
脚
絆
の
よ
う
な
も
の
）、
糸し

鞋か
い

（
舞
用
の
沓
）
を
身
に
着
け
る
。

⑧  　

親
犬
に
対
し
、子
犬
役
が
二
人
い
る
。
面
帽
子
（
犬
の
被
り
物
か
）
を
つ
け
る
。
裸

足
。

⑨  　

子
犬
役
の
中な
か

実ご

（
中
身
）
の
役
は
、
楽が
く
そ所
の
末す
え
の
も
の者
が
担
当
す
る
。

⑩  　

子
犬
役
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
従
っ
て
出
る
。
乗
尻
（
こ
の
場
合
、
親
犬
の
役
、
あ
る
い

は
競
馬
の
騎
手
と
も
考
え
ら
れ
る
）
の
前
を
行
く
。

⑪  　

当
曲
（
蘇
芳
菲
の
曲
）
を
演
奏
し
、
あ
る
い
は
演
奏
し
な
が
ら
御
車
（
天
皇
の
輿
）

に
向
っ
て
（
舞
う
）、
そ
し
て
行
幸
に
つ
く
。

⑫  　

そ
の
動
作
は
、
ま
ず
身
を
振
っ
て
、
左
を
ハ（
歯
喰
）
グ
ヒ
（6）、
右
を
ハ
ク
ヒ
、
次
に
二
度
拝
し

て
、
前
に
折
り
曲
げ
て
低
い
姿
勢
を
と
っ
て
這
う
。
そ
し
て
御
車
（
天
皇
の
乗
る
輿
）

の
先
に
立
つ
。

⑬  　

御
車
（
帝
の
輿
）
が
御
所
に
還
っ
て
き
た
と
き
、
同
様
に
ハ（
歯
喰
）
グ
ヒ
の
所
作
を
す
る
。

還
御
の
と
き
は
、
太
皷
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
を
「
三
度
拍
子
」
に
す
る
。

⑭  　
「
古
記
」
に
よ
れ
ば
、
弘（
八
一
〇
〜
二
四
）

仁
年
間
に
初
め
て
競
馬
行
幸
に
舞
わ
れ
、
そ
の
体
は
師
子

の
姿
で
、
一
角
が
あ
り
、
頭
は
金
色
で
あ
っ
た
。
身
の
色
は
、
脱
字
が
あ
る
た
め
か
不

明
。

⑮  　
「
詠
子
」
二
人
が
つ
く
。
詠
子
は
子
犬
役
の
こ
と
か
。「
詠
」
は
「
な
が
む
」
と
訓

じ
、「
眺
」
と
同
義
で
も
あ
る
。「
親
犬
を
呼
び
出
す
子
」
と
い
う
意
味
か
。
詠
子
の
面

と
同
様
の
形
は
色
白
が
出
で
る
よ
う
（
不
詳
）
で
あ
っ
た
。
紺
の
帽
子
を
か
ぶ
り
、犬

が
蚑は

う
よ
う
な
動
作
を
す
る
。

⑯  　

船
上
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
「
古
楽
」
に
分
類
さ
れ
て
い

る
。

⑰  　

仁（
一
一
六
六
〜
八
）

安
の
時
、
日
吉
七
社
で
の
競
馬
行
幸
の
と
き
の
舞
の
作
法
は
、
建（
一
二
〇
三
）

仁
三
年
の
競
馬

行
幸
の
と
き
の
舞
の
作
法
と
著
し
く
異
な
っ
て
い
た
。古
い
仁
安
の
例
を
正
説
と
す
べ

き
と
す
る
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
弘
仁
年
間
、
五
月
端
午
の
競
馬
節
会
で
内
裏
か
ら
競
馬
が
催

さ
れ
た
武
徳
殿
（
内
裏
の
西
に
宴
の
松
原
と
よ
ば
れ
る
広
場
が
あ
り
、武
徳
殿
は
競
馬
天

覧
の
た
め
の
殿
舎
で
あ
っ
た
）
ま
で
天
皇
が
行
幸
す
る
際
、御
輿
に
付
き
従
う
被
り
も
の

の
出
し
物
と
し
て
、左
方
《
蘇
芳
菲
》
と
右
方
《
狛
龍
》
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で

あ
る
（
註
解
④
⑭
）。
そ
れ
以
来
、
蘇
芳
菲
・
狛
龍
が
競
馬
節
会
に
は
定
番
の
舞
・
出
し

物
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
後
述
）。
そ
し
て
、
蘇
芳
菲
は
「
御
輿
之
御
前
」
で

舞
う
も
の
で
あ
り
、
天
皇
の
輿
が
出
発
す
る
ま
え
に
、
演
奏
し
な
が
ら
天
皇
の
御
輿
に

向
っ
て
舞
い
、
そ
し
て
行
幸
に
つ
い
た
（
註
解
⑪
）。
ま
た
、
競
馬
が
終
わ
っ
て
還
幸
の

際
も
御
所
に
到
着
し
た
と
き
に
同
様
に
舞
っ
た
（
註
解
⑬
）。

因
幡
の
麒
麟
獅
子
は
、隠
岐
国
分
寺
蓮
華
会
舞
や
十
二
段
舞
楽
の
よ
う
な
舞
台
上
で
演

じ
ら
れ
る
舞
楽
と
は
こ
と
な
り
、
演
じ
る
舞
台
は
な
く
、
神
幸
の
神
輿
に
付
き
従
う
獅
子

で
あ
り
、演
じ
ら
れ
る
場
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
行
幸
舞
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
ん
に

ち
の
麒
麟
獅
子
は
、神
輿
が
神
社
を
出
発
す
る
際
に
神
輿
に
向
か
っ
て
本ほ

ん
ま
い舞
（
省
略
し
な

い
舞
い
方
）
を
舞
い
、最
後
に
神
社
に
還
っ
て
き
た
と
き
に
も
本
舞
を
舞
う
地
区
が
大
半

を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
鳥
取
市
国
府
町
宮
ノ
下
（
宇
倍
神
社
）

の
獅
子
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
地
区
で
、舞
の
開
始
部
分
（
猩
々
が
獅
子
の
前
を
い
く

と
こ
ろ
）
に
お
い
て
御
輿
を
背
に
し
て
舞
い
は
じ
め
、
一
八
〇
度
向
き
を
変
え
、
神
輿

（
あ
る
い
は
神
社
本
殿
）
に
向
か
っ
て
舞
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
図
4
）。
行
幸
の
行
列
は

進
行
方
向
に
向
か
っ
て
並
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、輿
に
向
か
っ
て
舞
い
始
め
る
に
は

一
八
〇
度
方
向
転
換
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。舞
台
で
神
仏
や
帝
に
奉
納
す
る
舞
楽
な
ら

ば
、
神
仏
や
帝
の
い
る
側
か
ら
背
を
向
け
て
登
場
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
が
、
行
幸

の
御
輿
の
左
右
に
付
き
従
う
状
況
な
ら
ば
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。麒
麟
獅
子
の
神
の
側

か
ら
登
場
す
る
舞
い
方
は
、か
つ
て
神
輿
供
奉
の
役
目
を
負
っ
て
い
た
こ
と
の
痕
跡
は
な
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か
ろ
う
か
。

蘇
芳
菲
の
舞
動
作
に
つ
い
て
は
『
教
訓
抄
』
に
簡
潔
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
る
（
註
解

⑫
）。
ま
ず
「
身
ヲ
振
テ
」
と
あ
る
が
、（
様
々
に
解
釈
で
き
る
な
か
で
、
犬
の
動
作
を
想

起
す
る
な
ら
ば
）こ
れ
は
頭
と
胴
を
ブ
ル
ブ
ル
回
転
さ
せ
る
胴
震
い
の
よ
う
な
動
き
で
あ

ろ
う
か
。
鳥
取
市
賀
露
町
南
（
上
小
路
神
社
）
や
賀
露
町
北
（
賀
露
神
社
）
の
麒
麟
獅
子

は
、
後
ろ
足
の
舞
手
が
カ
ヤ
を
ば
た
つ
か
せ
る
手
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
動
作
が
「
身

ヲ
振
」
る
動
作
に
相
当
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
左
右
で
歯
ぎ
し
り
（
ハ（

歯
喰
）
ク
ヒ
）
す
る
仕

草
や
拝
礼
二
度
と
い
う
の
は
、
筆
者
が
調
査
し
た
限
り
に
お
い
て
は
確
認
で
き
な
か
っ

た
。
多
く
の
地
区
の
麒
麟
獅
子
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
前
足
役
の
頭
持
ち
が
、
膝
を

屈
め
て
極
め
て
低
い
姿
勢
を
と
り
、獅
子
頭
を
地
面
近
く
で
蛇
の
頭
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り

と
左
右
に
振
る
動
作
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
ス
ネ
オ
リ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
動
作

は
、「
膝
ヲ
カ（

屈

め

て

這

う

）

ヾ
メ
テ
ハ
ウ
」
に
比
定
し
う
る
。
神
輿
を
背
に
し
て
開
始
す
る
こ
と
や
、

膝
を
屈
め
て
獅
子
頭
を
這
わ
せ
る
動
作
な
ど
は
、『
教
訓
抄
』
の
蘇
芳
菲
記
述
と
一
致
し
、

麒
麟
獅
子
の
先
祖
が
《
蘇
芳
菲
》
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
に
な
り
う
る
。

『
教
訓
抄
』
に
よ
る
と
、
蘇
芳
菲
に
は
、
親
（
乗
尻
二
人
）
の
ほ
か
二
人
の
子
犬
役
が

つ
き
そ
う
（
註
解
⑧
⑨
⑩
⑮
）。「
乗
尻
ノ
前
ニ
参
向
」
と
あ
り
、
子
は
親
の
前
を
進
む
。

ま
た
引
用
さ
れ
て
い
る
「
古
記
」
に
は
、子
犬
を
「
詠
子
」
と
称
し
て
い
る
。
親
犬
の
先

を
走
り
、立
ち
止
ま
っ
て
振
り
向
い
て
親
犬
を
詠（

眺
）め
る
子
犬
の
愛
ら
し
い
仕
草
を
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
こ
ん
に
ち
の
麒
麟
獅
子
の
先
を
行
く
役
と
い
え
ば
「
猩
々
」
で
あ
る
。
猩
々

は
も
と
も
と
子
犬
で
あ
っ
た
の
か
。
絵
画
資
料
な
ど
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

五
、『
舞
楽
の
圖
（
信
西
古
楽
図
）』（
図
5
）
に
み
る
《
蘇
芳
菲
》
の
姿

通
称
『
信
西
古
楽
図
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
『
舞
楽
の
圖
』
は
、
舞
楽
、
雑
楽
、
散
楽
ま

た
楽
器
演
奏
の
様
子
が
描
か
れ
た
巻
物
で
あ
る
。
本
編
部
分
と
、巻
末
の
追
加
部
分
と
か

ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
追
加
部
分
と
は
、「
以
少
納
言
入
道
信
西
本
追
加
入
之
別
記
」
と

あ
っ
て
、信

（
一
一
〇
六
〜
五
九
）

西
（
藤
原
通
憲
）
所
蔵
本
（
伝
存
せ
ず
）
に
も
と
づ
い
て
追
加
し
た
部
分
で

図 4　鳥取市国府町宮ノ下の麒麟獅子
写真右手に神輿が据えられている。神輿の横から神輿を背にして舞出る。
（2015 年 4月 19 日筆者撮影）
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あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
成
立
年
代
は
不
明
な
が
ら
、平
安
中
期
こ
ろ
ま
で
の
楽
舞
の
様
子

を
伝
え
る
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。寶（

一
四
四
九
）

徳
元
年
奥
書
の
陽
明
文
庫
本
が
知
ら
れ
て
い
る

か
ぎ
り
最
古
の
写
本
で
あ
る
。

こ
の
信
西
本
追
加
部
分
に
、子
ど
も
二
頭
を
伴
う
シ
シ
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
《
蘇
芳
菲
》
で
あ
る
と
比
定
し
た
の
は
植
木
行
宣
氏
で
あ
る
。
氏
は
、『
教
訓
抄
』
の

記
述
（
前
掲
⑫
⑮
）
を
あ
げ
て
、「
そ
れ
こ
そ
は
勝
負
楽
と
し
て
の
《
蘇
芳
菲
》
に
相
当

す
る
図
で
あ
る
と
い
っ
て
間
違
い
あ
る
ま
い
」
と
確
信
し
て
い
る
（
二
〇
〇
九
、
一
三
一

頁
）（
注
、《
蘇
芳
菲
》
は
競
馬
節
会
と
結
び
つ
い
た
舞
楽
で
あ
っ
て
も
《
陵
王
》《
納
蘇

利
》
の
よ
う
な
「
勝
負
楽
」
で
は
な
い
）。
こ
の
シ
シ
の
図
に
は
「
一
角
」
が
描
か
れ
て

お
り
、
こ
れ
を
根
拠
に
麒
麟
獅
子
の
源
流
と
し
た
の
が
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
永
井
猛
氏
で

あ
る
。
た
だ
、『
舞
楽
の
圖
』
に
は
、
本
編
に
も
「
蘇
芳
菲
」
と
墨
書
の
あ
る
シ
シ
の
絵

が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
ち
ら
に
は
一
角
が
な
い
。
同
じ
舞
で
あ
り
な
が
ら
、
角
が
あ
っ
た

り
、
な
か
っ
た
り
様
々
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
角
の
有
無
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
筆

者
が
別
記
の
蘇
芳
菲
図
で
着
目
す
る
点
は
、子
犬
の
身
体
構
図
（
舞
い
方
の
描
き
様
）
で

あ
る
。
植
木
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
人
の
子
犬
役
が
、
四
つ
ん
蚑（

這
）い
に
な
っ
て

親
犬
の
後
を
歩
く
様
子
や
、
裸
足
で
あ
る
く
姿
は
、『
教
訓
抄
』
の
記
述
（
前
掲
⑧
⑮
）

そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
親
犬
の
前
を
進
む
子
犬
は
、
振
り
返
っ
て
親
の
ほ
う
を
詠（

眺
）め
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
草
は
、（
こ
ん
に
ち
麒
麟
獅
子
舞
に
お
い
て
先
導
役
、
あ
や
し
役

と
理
解
さ
れ
て
い
る
）
猩
々
に
み
ら
れ
る
仕
草
で
あ
る
。
八
頭
町
米
岡
（
米
岡
神
社
）
の

麒
麟
獅
子
舞
で
は
、
シ
シ
の
前
を
進
む
猩
々
が
這
う
よ
う
に
地
面
に
勢
い
よ
く
伏
せ
、
振

り
向
い
て
麒
麟
を
見
つ
め
る
（
図
6
）。
こ
ん
に
ち
の
猩
々
は
蘇
芳
菲
の
子
犬
役
に
相
当

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
い
つ
か
ら
犬
か
ら
猿
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

（
後
述
）。

六
、『
教
訓
抄
』
に
記
さ
れ
る
鎌
倉
初
期
以
前
の
《
狛
龍
》
の
実
像

《
蘇
芳
菲
》
と
と
も
に
御
輿
の
左
右
に
並
ん
だ
の
が
右
方
舞
《
狛
龍
》
で
、
両
舞
は
番

図 5　『舞楽の圖（信西古楽図）』に描かれる《蘇芳菲》
（京都市立芸術大学芸術資料館所蔵 花山院本）
 信西加筆部分の《蘇芳菲》舞図（推定） 本編の《蘇芳菲》
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い
で
あ
っ
た
。
も
し
、
麒
麟
獅
子
の
源
流
が
、
競
馬
節
会
の
行
幸
舞
楽
《
蘇
芳
菲
》
に
も

と
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
因
幡
の
麒
麟
獅
子
の
伝
承
の
な
か
に
、
答
舞
《
狛
龍
》
の
痕

跡
が
残
っ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、『
教
訓
抄
』
に
記
さ
れ
る

《
狛
龍
》
の
芸
態
を
み
て
み
よ
う
。

狛コ
マ

龍レ
ウ又

高
礼
竜
云 

破
拍
子
十
二 

急
拍
子
十
二 

又
八

⑲
件
舞
五
月
節
ニ
輿コ
シ

出
入
之
間
於
二
御
前
一
奏
レ
之 

乗ノ
リ
テ

二
小
馬
形
一
二
人
舞
レ
之 

冠カ
ン
リ

蛮ハ
ム

絵
着 

右
舞
人
中
﨟
舞
レ
之

⑳
古
記
云 

此
曲
者
向
二
御
輿
一
筋ス
チ

替カ
ヘ

ヲ
打
テ
舞
フ
也 

㉑
此
間
吹
レ
急
早
物
打

二
唐
拍
子

一
也 

破
ヲ
ハ
不
レ

吹
之 

競
馬 

行
幸 

御
幸
之
時
對
二
蘇
芳
菲
一
シ
テ
急
ヲ
奏
ナ
リ

㉒
狛
楽
ノ
中
ニ
ハ
秘
楽
ノ
随
一
ナ
リ 

㉓
此
舞
之
躰 

古
記
ニ
ハ
頗
相
違
シ
タ
リ 

其
作
法
ヲ
日
記
セ
サ
ル
カ

委
様

ハ
有
二
第
四
巻
一
注
之

【
註
解
】

⑱  　

こ
の
舞
は
五
月
節
会
で
帝
の
輿
が
出
入
り
す
る
と
き
御
前
で
舞
う
。
舞
人
二
人
が

「
小こ

馬ま

形が
た

」
に
の
る
。
冠
、
蛮
絵
装
束
を
着
用
し
、
右
方
舞
人
の
中
﨟
が
舞
う
。
ち
な

み
に
、こ
の
舞
は
ウ
マ
の
つ
く
り
も
の
を
意
味
す
る
《
駒こ

ま
が
た形
》
の
名
称
で
記
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。

⑲  　
「
古
記
」に
よ
れ
ば
、天
皇
の
輿
に
向
か
っ
て
違
す
じ
か
え
か
い
な
肘
を
し
な
が
ら
舞
う
。
違
肘
と
は
、

『
教
訓
抄
』『
続
教
訓
抄
』
の
舞
の
手
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
片
腕
は
去の

け
か
い
な肘
、
も
う
片
腕
は

伏ふ
せ
か
い
な
肘
と
、
左
右
で
種
の
ち
が
う
動
作
を
同
時
に
行
う
こ
と
と
あ
る
。
去
肘
と
は
、
腕
を

腰
の
後
ろ
に
ま
わ
す
動
作
で
、
平ひ

ら

舞ま
い

に
も
ち
い
る
袖
の
大
き
な
装
束
で
は
、
袖
の
つ
か

み
な
が
ら
後
ろ
に
ま
わ
す
。
こ
の
舞
は
そ
の
平
舞
装
束
の
一
種
、蛮ば

ん

絵え

装
束
を
着
て
舞

う
と
い
う
。
一
方
の
伏
肘
は
、
前
傾
姿
勢
を
と
り
、
手
で
顔
を
隠
す
よ
う
に
手
を
下
に

う
け
て
目
を
隠
す
動
作
を
い
う（7）
。ど
ち
ら
も
舞
楽
の
代
表
的
な
上
肢
動
作
で
ほ
ぼ
す
べ

て
の
演
目
に
み
ら
れ
る
動
作
で
あ
り
、
な
ん
ら
具
象
性
は
な
い
が
、
去
肘
を
す
る
片
腕

は
、
騎
手
が

を
持
つ
手
を
後
ろ
に
ま
わ
す
所
作
に
な
ぞ
ら
え
、
伏
肘
を
す
る
も
う
片

図 6　鳥取市八頭町米岡の麒麟獅子と猩々
社殿を背にして舞始める。先導する猩々は体を地に伏せて獅子のほうを見上げる所作をする。
（2015 年 4月 19 日筆者撮影）
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方
の
腕
は
、
手
綱
を
も
っ
て
前
傾
姿
勢
を
と
る
姿
に
な
ぞ
ら
え
て
、
走
馬
の
騎
手
の
姿

を
現
す
の
で
あ
ろ
う
。

⑳  　

狛
龍
は
競
馬
行
幸
、御
幸
の
と
き
に
蘇
芳
菲
の
答と
う
ぶ舞
と
し
て
舞
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
曲
は
、
破
と
急
と
あ
っ
た
が
、
破
は
演
奏
せ
ず
、
急
の
み
演
奏
さ
れ
た
。

㉑　

高
麗
楽
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
で
も
っ
と
も
秘
曲
と
さ
れ
た
。

㉒　

舞
態
は
、
古
記
と
頗
る
相
違
し
て
い
る
と
い
う
。
か
な
り
様
式
の
変
遷
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
舞
が
、弘（

八
一
〇
〜
二
四
）

仁
年
間
以
降
の
競
馬
節
会
に
て
《
蘇
芳
菲
》
と
と
も
に
天
皇
の

輿
の
前
で
舞
わ
れ
、武
徳
殿
ま
で
の
行
列
に
随
従
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
舞
も
蘇
芳
菲
同

様
に
、
中
央
で
の
現
行
の
伝
承
は
な
い
。
現
在
、
秋
田
県
鹿
角
市
の
大
日
堂
舞
楽
で
、
伝

承
四
地
区
の
う
ち
大
里
地
区
が
伝
承
す
る
《
駒
舞
》（
二
人
舞
）（
図
7
）
は
、柄
が
つ
い

た
馬
頭
を
胴
の
前
に
取
り
付
け
、竹
の
枠
と
布
で
で
き
た
馬
の
胴
体
に
紐
を
つ
け
て
肩
に

か
け
る
。
二
人
で
舞
わ
れ
る
こ
の
舞
は
ま
さ
に
《
狛
龍
》
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
因
幡
に
は
、
こ
の
よ
う
な
つ
く
り
も
の
の
ウ
マ
（
本
稿
で
は
以
下
コ駒

形
／
小
馬
形

マ
ガ
タ
と

称
す
）
が
麒
麟
獅
子
と
と
も
に
で
る
祭
が
数
か
所
で
行
わ
れ
て
い
る
。

七
、
因
幡
の
麒
麟
獅
子
舞
の
祭
に
み
ら
れ
る
コ駒

形
／
小
馬
形

マ
ガ
タ

鳥
取
市
上
味
野
の
玉
屋
神
社
と
そ
の
境
内
社
稲
荷
大
明
神
の
春
季
祭
は
、か
つ
て
は
旧

暦
二
月
の
初
午
も
し
く
は
二
ノ
午
の
日
を
祭
日
と
す
る
初は

つ
う
ま午
の
行
事
で
あ
る（
現
在
の
祭

日
は
新
暦
三
月
の
最
終
土
曜
日
曜
）。
宵
宮
（
土
曜
日
）
夕
刻
に
玉
屋
神
社
よ
り
御
神
霊

を
集
会
所
に
移
し
祭
典
の
あ
と
麒
麟
獅
子
が
舞
わ
れ
る
。
祭
礼
当
日
（
日
曜
日
）
は
朝
に

玉
屋
神
社
で
麒
麟
獅
子
を
奉
納
し
た
あ
と
、集
落
内
の
家
々
や
公
共
施
設
を
ま
わ
っ
て
門

付
け
舞
を
お
こ
な
う
。
麒
麟
獅
子
舞
の
門
付
け
が
終
わ
り
午
後
に
な
る
と
、今
度
は
藁
と

棕
櫚
で
つ
く
っ
た
コ
マ
ガ
タ
が
「
ダ
ー
ダ
ー
ダ
ー
ダ
ー
」
と
言
い
な
が
ら
集
落
内
を
巡
る

（
図
8
）。
集
会
所
出
発
前
に
ウ
マ
に
眼
を
い
れ
る
（
墨
で
書
き
入
れ
る
）
儀
式
が
行
わ
れ

る
。
そ
の
後
、家
々
を
ま
わ
り
ウ
マ
は
酒
の
ふ
る
ま
い
を
う
け
る
。
こ
の
ウ
マ
は
舞
う
こ

図 7　秋田県鹿角市小豆沢の大日堂舞楽の《駒舞》
（2014 年 1月 2日筆者撮影）
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と
は
な
い
が
、
麒
麟
獅
子
と
同
じ
よ
う
に
家
々
を
門
付
け
し
、
こ
の
行
事
に
お
い
て
麒
麟

と
同
格
の
存
在
で
あ
る
。
麒
麟
獅
子
が
、
左
方
舞
《
蘇
芳
菲
》
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
コ

マ
ガ
タ
は
右
方
舞
《
狛
龍
》
に
比
定
で
き
よ
う
。

鳥
取
市
伏
野
の
伏
野
神
社
で
は
、三
年
に
一
度
の
大
祭
の
み
藁
で
つ
く
っ
た
コ
マ
ガ
タ

が
出
る
。
舞
を
舞
う
こ
と
は
な
い
が
、
御
旅
所
で
麒
麟
獅
子
が
舞
わ
れ
る
と
き
な
ど
、
麒

麟
の
ま
わ
り
を
徘
徊
す
る
。
神
幸
行
列
が
行
わ
れ
る
大
祭
の
と
き
の
み
出
る
点
で
、競
馬

節
会
の
行
幸
の
行
列
と
ふ
か
く
結
び
つ
い
た
狛
龍
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。さ
ら
に
鳥
取
市
気

高
町
宝
木
で
は
、御
旅
所
で
の
麒
麟
獅
子
舞
の
あ
と
に
コ
マ
ガ
タ
が
ダ
ー
ダ
ー
と
い
っ
て

走
る
所
作
が
あ
る
（
図
9
）。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
事
例
と
し
て
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
麒
麟
獅
子
の
祭
に
コ
マ
ガ
タ

も
出
る
地
区
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
上
味
野
、
伏
野
、
宝
木
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
コ

マ
ガ
タ
は
道
化
と
し
て
の
性
格
が
つ
よ
い
。上
味
野
で
は
コ
マ
ガ
タ
役
以
外
の
青
年
団
員

も
仮
装
し
て
集
落
内
を
ま
わ
る
。

そ
も
そ
も
、つ
く
り
も
の
の
コ
マ
ガ
タ
を
腰
回
り
に
取
り
付
け
て
騎
手
を
乗
せ
た
馬
が

走
る
よ
う
な
仕
草
を
す
る
こ
と
自
体
が
滑
稽
で
あ
る
。狛
龍
が
帝
の
輿
に
付
き
従
っ
た
の

も
、
荘
厳
を
目
的
と
す
る
よ
り
も
、
武
徳
殿
へ
の
道
中
、
帝
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
の

道
化
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

麒
麟
獅
子
と
と
も
に
祭
に
登
場
す
る
コ
マ
ガ
タ
は
、
麒
麟
獅
子
の
源
流
を
《
蘇
芳
菲
》

と
す
る
傍
証
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

八
、
一
角
を
つ
け
て
金
色
に
さ
れ
た
蘇
芳
菲
の
頭か

し
ら

一
角
・
金
色
・
面
長
と
い
え
ば
（
現
行
の
）
麒
麟
獅
子
の
頭
の
特
徴
で
あ
る
が
、永
井

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
教
訓
抄
』
の
《
蘇
芳
菲
》
の
項
目
に
は
、弘（

八
一
〇
〜
二
四
）

仁
年
間
の
競
馬
行

幸
で
初
め
て
舞
わ
れ
た
と
き
の
姿
は
、
一
角
が
あ
り
、
頭
は
金
色
で
あ
っ
た
と
い
う
（
前

掲
⑭
）。
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
犬
ら
し
く
な
い
姿
へ
と
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
、ま
た
な
ぜ
金
色
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
筆
者
は
番
舞
で
あ
る
右
方
舞

図 8　鳥取市上味野の初午祭のコマガタ（2019 年 3月 31 日 筆者撮影）
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《
狛
龍
》
と
の
関
係
性
に
着
目
す
る
。

正
倉
院
に
は
《
狛
形
（
狛
龍
）》
の
舞
に
使
用
し
た
と
さ
れ
る
馬
の
頭
「
金き

ん

箔ぱ
く

絵え
の

馬
う
ま
の

頭か
し
ら」
が
伝
わ
っ
て
い
る
（
図
10
）。
こ
の
頭
は
、額
か
ら
鼻
筋
に
か
け
て
金
箔
が
施
さ
れ
、

額
に
は
何
か
を
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
大
き
な
釘
が
飛
び
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
儀
礼
で
の
荘
厳
馬
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
顔
面
の
金
箔
は
、
金
の
マ
ス
ク
を

表
し
て
い
て
、大
き
な
釘
に
は
お
そ
ら
く
一
角
あ
る
い
は
マ

髷ゲ
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
馬
の
荘
厳
は
、『
年
中
行
事
絵
巻
』
の
朝
覲
行
幸
の

場
面
に
描
か
れ
る
馬
や
、伊
勢
神
宮
神
宝
「
御お

ん

彫え
り

馬う
ま

」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
彫

馬
に
は
、
角
袋
を
被
し
た
角
と
マ
ゲ
が
あ
る
。
熱
田
神
宮
に
は
、
推
定
室
町
初
期
の
作
と

さ
れ
る
金
銅
製
の
マ
ス
ク
「
銀
面
」
が
伝
わ
っ
て
お
り
、中
世
に
ま
で
こ
の
よ
う
な
馬
の

荘
厳
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
（
図
11
―
1
、
2
、
3
）。

正
倉
院
の
駒
形
の
頭
「
金
箔
絵
馬
頭
」
に
み
ら
れ
る
一
角
あ
る
い
は
髷
・
銀
面
は
、こ

の
よ
う
な
祭
儀
に
列
す
る
馬
の
荘
厳
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、麒
麟

獅
子
の
特
徴
と
い
え
ば
、
一
角
・
金
色
の
頭
・
面
長
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
荘
厳
馬
ひ
い

て
は
狛
龍
の
頭
の
特
徴
で
も
あ
り
、こ
ん
に
ち
の
麒
麟
獅
子
が
競
馬
節
会
用
両
舞
楽
の
特

徴
を
遺
す
も
の
と
解
す
こ
と
も
で
き
る
。

『
教
訓
抄
』
所
引
「
古
記
」
に
み
た
よ
う
に
、《
蘇
芳
菲
》
は
、
弘（

八
一
〇
〜
二
四
）

仁
年
間
に
初
め
て
競

馬
行
幸
に
舞
わ
れ
た
と
い
い
（
註
解
⑭
）、
そ
の
後
通
例
と
な
っ
た
と
い
う
（『
仁
智
要

録
』
巻
第
七
《
蘇
芳
菲
》
譜
前
書
き
）。
競
馬
節
会
用
の
左
右
番
い
の
舞
を
選
定
す
る
に

あ
た
り
、
右
方
《
狛
龍
》
は
紛
れ
も
な
く
馬
に
扮
す
る
舞
で
あ
る
か
ら
相
応
し
い
が
、
し

か
し
、
左
方
舞
に
馬
の
扮
装
を
す
る
舞
は
な
い
。
そ
こ
で
、
動
物
の
扮
装
を
す
る
舞
の
な

か
か
ら
、犬
の
舞
《
蘇
芳
菲
》
を
宛
て
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蘇
芳
菲
の
頭
は
犬
の
よ

う
で
口
が
細
く
面
長
の
顔
と
あ
る
（
註
解
⑥
）。
蘇
芳
菲
の
頭
は
、す
こ
し
口
吻
が
長
く
、

馬
の
頭
に
近
い
造
形
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、競
馬
節
会
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と

し
て
犬
の
ま
ま
で
は
具
合
が
悪
い
。そ
こ
で
面
構
え
を
よ
り
馬
に
似
せ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
口
吻
の
形
状
や
耳
や
鼻
を
よ
り
馬
ら
し
く
改
変
し
た
と
も
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

金
の
マ
ス
ク
を
つ
け
る
右
方
《
狛
龍
》
に
対
し
、地
位
が
上
の
左
方
《
蘇
芳
菲
》
も
対
等

図 9　鳥取市気高町宝木の神幸にでるコマガタ（2016 年 4月 10 日筆者撮影）
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図 11-1　左：伊勢神宮神宝の彫馬「黒葦毛御彫馬（くろあしげのおんえりうま）」
　　　　 額に菖蒲形銀面、頭に角袋をつける。また鬣で髷を結っている。
　　　　   皇大神宮別宮瀧原竝宮御神宝・昭和 29年撤下・熱田神宮へ下賜（図版出典：熱田神宮文化

課 1992）
図 11-2　右：熱田神宮の銀面（推定室町初期）（図版出典：熱田神宮文化課 1992）

図 10　正倉院宝物 「金箔絵馬頭」
南倉 174 長さ 31.6cm 高 13.8cm桐材 彩色 白下地・墨・赤・赤褐色・金箔
（出典：宮内庁ホームページ正倉院宝物検索）
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の
荘
厳
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
番
い
舞
と
し
て
の
統
一
感
も
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
し
た
理
由
か
ら
一
角
を
付
加
し
頭
全
体
に
金
が
施
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
競
馬
節
会
専
用
の
舞
、
狛
龍
と
の
脈
略
を
考
え
れ
ば
、
蘇
芳
菲
が
犬
か
ら
一
角
・
金

色
の
「
馬
」
と
な
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
弘
仁
年
間
の
こ
と
を
記
し
た
「
古
記
」
に
載
る
の
み

で
、
そ
の
後
の
時
代
は
、
お
そ
ら
く
は
本
来
の
犬
の
頭
で
あ
り
、
ま
た
金
箔
な
ど
の
施
し

も
な
か
っ
た
と
、『
教
訓
抄
』
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
蘇
芳
色
な
ど

赤
系
統
で
彩
色
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

永
井
氏
が
報
告
書
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、現
在
の
因
幡
麒
麟
獅
子
の
風
貌
は
ま
さ

に
、
弘
仁
の
蘇
芳
菲
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
蘇
芳
菲
の
姿
を
因
幡
の

麒
麟
獅
子
が
と
ど
め
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
で
あ

る
。

九
、
猿
形
の
《
蘇
芳
菲
》
と 

猩
々
を
従
え
た
麒
麟
獅
子

《
蘇
芳
菲
》
は
、
そ
の
よ
う
に
時
代
や
場
所
に
よ
り
犬
で
も
あ
り
シ
シ
で
も
あ
り
馬
で

も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
ど
れ
で
も
な
く
、
ま
た
金
色
に
も
な
り
蘇
芳
色
に
も
な
る
変
幻

自
在
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
弘
仁
年
間
、本
来
馬
の
舞

で
は
な
い
の
に
競
馬
節
会
用
の
舞
楽
と
し
て
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い

る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
平
安
後
期
の
有
職
故
実
書
『
江
家
次
第
』（8）
に
み
え
る
臨

時
競
馬
事
に
は
、
さ
ら
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

臨
時
競
馬
事

　
（
中
略
）

故
源
右
府
説
曰
、（
中
略
）
左
蘇
芳
誹
、
形
如猿、右
駒
形
、
如
二

楚

乃
一、

供
二
乎
御
輿
前
一、 

下
二
御
馬
場

殿
一、

図 11-3　『年中行事絵巻』巻一の朝覲行幸の場面に描かれる荘厳馬
　　　　 銀面・角をつけている（丸枠内）。
　　　　 谷文晁写本（画像出典：国立国会図書館デジタルコレクション）
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源

（
一
〇
三
七
〜
一
〇
九
四
）

右
府
（
源
顕
房
）
の
説
に
よ
れ
ば
、
左
の
《
蘇
芳
菲
》
も
右
の
《
駒
形
（
狛
龍
）》

も
「
猿
」
の
よ
う
で
、
御
輿
の
前
に
供
し
て
馬
場
殿
へ
下
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
蘇

芳
菲
の
犬
の
頭
、
狛
龍
の
馬
の
頭
を
「
猿
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
、
臨
時

競
馬
で
の
特
別
な
演
出
で
あ
っ
た
か
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
麒
麟
獅
子
舞
に
は
獅
子
の
先
を
行
く
「
猩
々
」
の
役
が
あ
り
、
そ

の
猩
々
の
獅
子
を
見
つ
め
る
よ
う
な
動
作
は
、『
教
訓
抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

蘇
芳
菲
の
仔
犬
役
の
動
作
に
似
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。蘇
芳
菲
を
猿
形
に
す
る
演
出
も
あ
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
ん
に
ち
の
麒
麟
獅
子
舞
の
猩
々
が
、
か
つ
て
の
蘇
芳
菲
の
仔
犬
役
に

相
当
す
る
可
能
性
が
よ
り
高
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

平
安
後
期
、
節
会
で
は
な
く
臨
時
の
競
馬
の
催
し
と
も
な
る
と
、
そ
こ
に
出
た
《
蘇
芳

菲
》《
狛
龍
》
も
か
な
り
自
由
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
、
よ
り
道
化
と
し
て
の
役
割
が
強
調

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
猿
」
の
演
出
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、麒
麟
獅
子

は
、《
蘇
芳
菲
》《
狛
龍
》
を
源
流
と
す
る
芸
能
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

十
、
上
古
の
《
蘇
芳
菲
》《
狛
龍
》
旋
律
と
こ
ん
に
ち
の
麒
麟
獅
子
舞
の
笛
旋
律

も
し
、
こ
ん
に
ち
の
麒
麟
獅
子
が
《
蘇
芳
菲
》《
狛
龍
》
の
系
統
を
ひ
い
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
音
楽
に
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
両
曲
の
性
格
を
遺
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
、
雅
楽
の
笛
旋
律
と
、
こ
ん
に
ち
伝
承
さ
れ
て
い
る
麒
麟
獅
子
の
笛
旋
律

を
比
較
し
て
み
る
。

こ
こ
で
比
較
対
象
と
な
る
雅
楽
の
笛
旋
律
と
は
、現
行
雅
楽
で
は
な
い
。
平
安
後
期
〜

鎌
倉
期
に
編
ま
れ
た
雅
楽
笛
譜
に
基
づ
く
旋
律
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、中
央
に
お
い
て
伝

承
さ
れ
て
き
た
雅
楽
、
則
ち
南
都
北
京
、
あ
る
い
は
天
王
寺
の
地ぢ

げ下
楽
人
や
堂
上
楽
家
が

伝
承
し
て
き
た
雅
楽
は
、
そ
の
千
数
百
年
の
伝
承
の
間
、
一
様
で
は
な
く
、
相
当
「
間
延

び
し
た
こ
と
が
研
究
者
の
間
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
間
延
び
と
は
、単
に
テ
ン
ポ
の
遅

速
化
だ
け
で
は
な
く
、
遅
速
化
に
伴
っ
て
一
拍
が
二
拍
に
、
二
拍
が
四
拍
に
、
四
拍
が
八

拍
に
、
と
、
拍
節
数
が
数
倍
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
管
楽
器
の
場
合
は
、
そ
れ
だ
け

間
延
び
す
る
と
、
一
息
で
吹
け
な
く
な
り
、
ブ
レ
ス
箇
所
が
増
え
て
、
フ
レ
ー
ズ
が
細
分

化
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
そ
こ
に
新
た
な
装
飾
音
な
ど
が
加
わ
り
、
結

果
、
ま
っ
た
く
異
な
る
音
楽
・
旋
律
へ
と
変
貌
を
と
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
後
述
、
図

13
、
14
）。

上
古
中
世
の
早
い
段
階
で
地
方
に
伝
播
し
た
雅
楽
（
舞
楽
）
で
こ
ん
に
ち
ま
で
伝
承
さ

れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
は
、極
端
な
遅
速
化
・
拍
節
分
化
以
前
の
雅
楽
の
旋
律
様
式
を

留
め
て
い
る
例
が
あ
る
。
筆
者
は
、静
岡
県
森
町
の
小
國
神
社
・
天
宮
神
社
が
伝
承
す
る

「
十
二
段
舞
楽
」
の
い
く
つ
か
の
演
目
の
笛
旋
律
に
そ
の
例
を
見
出
し
た

（
二
〇
一
四
・
二
〇
一
五
）。
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
れ
ば
、麒
麟
獅
子
が
蘇
芳
菲
・
狛
龍

系
の
芸
能
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
だ
け
で
な
く
、そ
の
起
源
が
平
安
末
・
鎌
倉
期
こ

ろ
ま
で
遡
る
可
能
性
も
で
て
く
る
。

本
論
で
は
、
平
安
末
・
鎌
倉
前
期
こ
ろ
に
南
都
興
福
寺
属
の
楽
家
、
狛
氏
家
伝
の
龍
笛

譜
『
管
眼
集
』
よ
り
《
蘇
芳
菲
》
譜
を
五
線
訳
譜
し
、そ
の
音
進
行
に
類
似
す
る
麒
麟
獅

子
の
笛
旋
律
を
探
し
た
。
筆
者
が
調
査
し
収
集
し
た
音
源
の
な
か
で
は
、鳥
取
市
気
高
町

宝
木
（
母
木
神
社
）
麒
麟
獅
子
の
笛
旋
律
が
も
っ
と
も
『
管
眼
集
』《
蘇
芳
菲
》
に
近
い

と
い
え
る
。
現
在
、
四
月
第
二
土
曜
日
曜
に
お
こ
な
わ
れ
る
宝
木
の
祭
は
、
先
述
の
よ
う

に
、《
狛
龍
》
を
お
も
わ
せ
る
つ
く
り
も
の
の
コ
マ
ガ
タ
が
神
幸
に
く
わ
わ
る
。
ま
た
、

猩
々
と
麒
麟
は
、
神
輿
を
背
に
し
て
一
八
〇
度
向
き
を
か
え
て
開
始
す
る
形
式
で
あ
る
。

図
12
は
、『
管
眼
集
』
の
《
蘇
芳
菲
》
訳
譜
と
、
宝
木
の
笛
旋
律
と
の
比
較
で
あ
る
。

宝
木
の
旋
律
四
つ
の
フ
レ
ー
ズ
（
仮
に
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
と
す
る
）
か
ら
な
っ
て
お
り
、
ａ-

ｂ-

ｃ-

ａ-

ｄ
の
順
で
奏
さ
れ
る
。
各
フ
レ
ー
ズ
の
終
止
音
は
長
く
伸
び
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
中
古
中
世
《
蘇
芳
菲
》
の
旋
律
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
出
現
順
に

そ
っ
て
フ
レ
ー
ズ
の
対
応
を
み
て
み
よ
う
。

フ
レ
ー
ズ
ａ
：
装
飾
的
音
を
の
ぞ
い
た
主
要
音
進
行
「
二
度
下
行－

三
度
順
次
上
行
」
が
、

蘇
芳
菲
譜
の
拍
子
第
一
（
五
線
訳
譜
で
は
第
一
小
節
）
の
後
半
の
音
進
行
に
対
応
す

る
。
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フ
レ
ー
ズ
ｂ
：
二
度－

三
度
上
行
し
た
の
ち
三
度
下
行
し
て
終
止
。
そ
の
終
止
音
を
長
く

伸
ば
す
。蘇
芳
菲
譜
の
拍
子
第
一
の
末
か
ら
拍
子
第
二
に
相
当
す
る
と
み
る
こ
と
も
で

き
る
。
終
止
音
は
蘇
芳
菲
譜
と
は
ず
れ
て
い
る
が
、三
度
下
行
し
て
長
く
伸
ば
す
点
で

は
類
似
し
て
い
る
。

フ
レ
ー
ズ
ｃ
：
主
要
音
は
長－

短－

長－

短
の
リ
ズ
ム
で
二
度
下
行
を
二
回
繰
り
返
す
。

そ
の
あ
と
二
度
下
が
っ
て
終
止
す
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
蘇
芳
菲
譜
の
拍
子
第
四（
五

線
訳
譜
で
は
第
四
小
節
）
に
相
当
す
る
と
考
え
る
が
、
音
高
が
あ
わ
な
い
も
の
の
、
長

－

短－

長－

短
で
下
行
を
二
回
繰
り
返
す
音
型
や
下
行
グ
リ
ッ
サ
ン
ド
を
を
伴
っ
て

そ
の
後
二
度
下
行
す
る
音
型
が
類
似
す
る
。

フ
レ
ー
ズ
ａ
：
冒
頭
の
ａ
と
同
じ
で
あ
る
。
蘇
芳
菲
譜
の
ほ
う
は
拍
子
第
五
に
相
当
す
る

が
、
拍
子
一
の
後
半
に
で
て
き
た
「
二
度
下
行
〜
三
度
順
次
上
行
」
か
ら
始
ま
り
、
そ

の
後
順
次
上
行
し
て
い
く
。
対
応
す
る
の
は
「
二
度
下
行
〜
三
度
順
次
上
行
」
の
み
で

あ
る
。

フ
レ
ー
ズ
ｄ
：
フ
レ
ー
ズ
ａ
の
反
行
形
か
の
よ
う
に
二
度
上
行－

三
度
順
次
下
行
し
て
終

止
。
終
止
音
は
長
く
伸
ば
す
。
蘇
芳
菲
譜
は
拍
子
第
六
（
拍
子
二
と
同
じ
）
と
は
音
高

が
こ
と
な
る
も
の
の
、
そ
の
期
音
進
行
の
起
伏
が
よ
く
類
似
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
み
る
と
、
宝
木
の
フ
レ
ー
ズ
の
順
は
、
蘇
芳
菲
譜
の
音
進
行
に

ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。《
蘇
芳
菲
》
の
旋
律
が
長
年
に
わ
た
っ
て
口
伝
の

み
で
伝
承
さ
れ
続
け
て
変
化
を
と
げ
た
姿
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
、

『
管
眼
集
』
蘇
芳
菲
譜
の
拍
子
第
一
に
で
て
く
る
「
二
度
下
行－

三
度
順
次
上
行
」
音
型
、

指
孔
名
で
い
え
ば
、「
丅－

中－

丅－

六
」
の
部
分
が
、
現
行
の
雅
楽
譜
で
は
ど
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
の
か
示
し
た
の
が
図
13
で
あ
る
。
譜
字
数
、情
報
量
は
時
代
が
下
る
に

つ
れ
増
加
し
、
そ
の
観
点
で
も
「
間
延
び
」
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

中
央
雅
楽
に
お
け
る
「
間
延
び
」
の
兆
候
は
、早
く
も
平
安
後
期
か
ら
み
ら
れ
る
。
従

来
の
拍
子
構
造
に
対
し
て
、
二
倍
拍
（
裏
拍
を
い
れ
る
）
に
と
っ
て
、
旋
律
進
行
を
拍
の

頭
か
ら
ず
ら
す
リ
ズ
ム
変
奏
法
「
楽
拍
子
」
が
そ
の
こ
ろ
に
現
れ
る
（
唐
楽
の
左
方
舞
の

図 12　笛譜『管眼集』の《蘇芳菲》譜と、気高町宝木の麒麟獅子笛旋律の比較
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み
）。
そ
し
て
従
来
の
拍
子
構
造
を
「
只
拍
子
」
と
称
す
よ
う
に
な
っ
た
。
楽
拍
子
は
舞

（
左
方
舞
）
の
「
破
」
に
あ
た
る
舞
章
で
お
も
に
用
い
ら
れ
、
舞
楽
用
の
リ
ズ
ム
変
奏
法

で
あ
っ
た（9）
。『
管
眼
集
』
所
収
の
蘇
芳
菲
譜
は
お
そ
ら
く
只
拍
子
様
で
書
か
れ
て
お
り
、

大
神
惟
季
撰
『
懐
中
譜
』（
嘉（

一
〇
九
五
）

保
二
年
）
所
収
の
譜
は
、
お
そ
ら
く
楽
拍
子
様
で
あ
る
。

図
14
は
、「
二
度
下
行－

三
度
順
次
上
行
」
に
相
当
す
る
箇
所
の
『
管
眼
集
』『
懐
中
譜
』

の
解
釈
譜
お
よ
び
現
行
龍
笛
譜
の
採
譜
と
の
比
較
で
あ
る
。

『
教
訓
抄
』
の
蘇
芳
菲
の
項
に
は
、
只
拍
子
・
楽
拍
子
ど
ち
ら
で
舞
わ
れ
た
の
か
記
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
教
訓
抄
』
撰
述
頃
に
お
い
て
、舞
は
楽
拍
子
で
舞
う
の
を
自
明

と
し
て
お
り
、
只
拍
子
で
舞
わ
れ
る
場
合
の
み
特
記
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、《
蘇

芳
菲
》も
鎌
倉
前
期
に
は
楽
拍
子
で
舞
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
宝

木
の
笛
旋
律
は
、『
管
眼
集
』
の
只
拍
子
様
に
傾
向
し
て
お
り
、
楽
拍
子
様
の
舞
い
方
が

主
流
と
な
る
以
前
、
す
な
わ
ち
平
安
時
代
中
期
に
ま
で
遡
り
う
る
可
能
性
を
指
摘
で
き

る
。さ

て
一
方
、
因
幡
の
麒
麟
獅
子
の
笛
旋
律
の
な
か
に
は
、《
狛
龍
》
急
と
お
ぼ
し
き
旋

律
の
伝
承
も
あ
る
。
筆
者
が
調
査
し
た
な
か
で
は
、鳥
取
市
秋
里
（
荒
木
三
島
神
社（10）
）
が

も
っ
と
も
《
狛
龍
》
急
の
音
進
行
に
ち
か
い
。
大
神
惟
季
撰
の
龍
笛
楽
譜
『
懐
中
譜
』
の

《
狛
龍
》
急
五
線
訳
譜
と
、
秋
里
の
笛
旋
律
の
採
譜
と
を
比
較
し
た
の
が
図
15
で
あ
る
。

そ
の
主
要
な
音
を
ひ
ろ
っ
て
い
く
と
、双
方
の
音
進
行
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
み

て
と
れ
る
。《
狛
龍
》
に
い
た
っ
て
は
、
中
世
（
お
そ
ら
く
鎌
倉
期
）
に
演
奏
伝
承
も
絶

え
て
し
ま
い
、後
世
の
楽
譜
に
は
載
っ
て
い
な
い
。
秋
里
の
旋
律
が
狛
龍
急
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
旋
律
は
蘇
芳
菲
と
同
様
に
、
平
安
時
代
中
期
に
ま
で
遡
り
う
る
可
能
性
を
指
摘

で
き
る
。

明
治
以
降
、
麒
麟
獅
子
を
祭
に
取
り
入
れ
る
地
区
が
爆
発
的
に
増
え
て
、
し
か
も
、
意

図
的
に
既
存
の
麒
麟
獅
子
舞
の
動
作
や
旋
律
と
は
違
う
趣
に
し
た
地
区
が
多
数
あ
り
、笛

の
種
類
も
旋
律
も
地
区
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
用
い
ら
れ
て
い
る
笛
は
、

篠
笛
（
市
販
製
も
あ
れ
ば
地
元
手
作
り
も
あ
る
）、
明
笛
（
近
現
代
に
広
ま
っ
た
）、
能
管

な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
指
孔
の
数
も
、
六
孔
、
七
孔
ど
ち
ら
も
使
用
さ
れ
て
い

図 13　《蘇芳菲》の古譜と現行譜の比較
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図 14　《蘇芳菲》フレーズ a部分の『管眼集』『懐中譜』の解釈譜および現行龍笛譜の採譜との比較

図 15　  大神惟季撰の龍笛楽譜『懐中譜』の《狛龍》急五線訳譜と、
秋里の麒麟獅子舞笛旋律の採譜との比較
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て
、
こ
れ
も
地
区
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
（
田
鍬
二
〇
一
八
）。
そ
も
そ
も
唐
楽
（
左

方
舞
）
に
属
す
る
《
蘇
芳
菲
》
は
龍
笛
（
七
孔
）、
高
麗
楽
（
右
方
舞
）
に
属
す
る
《
狛

龍
》
は
高
麗
笛
（
六
孔
）
を
用
い
る
。
宝
木
も
秋
里
も
篠
笛
を
用
い
て
い
る
が
、蘇
芳
菲

に
類
似
す
る
旋
律
の
宝
木
は
七
孔
笛
を
、狛
龍
急
に
類
似
す
る
旋
律
の
秋
里
は
六
孔
笛
を

用
い
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。こ
ん
に
ち
笛
旋
律
と
笛
の
種
類
の
多
様
性
が
そ
の
特
色
に

も
な
っ
て
い
る
麒
麟
獅
子
舞
で
あ
る
が
、
元
々
一
種
の
笛
に
一
曲
の
旋
律
で
は
な
く
て
、

二
種
類
の
笛
が
あ
っ
て
二
曲
の
旋
律
が
奏
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
ん
に
ち
に
伝
承
さ
れ
る
麒
麟
獅
子
舞
は
、
蘇
我
芳
菲
と
狛
龍
、
左
右
の
舞
が
一
体
化

し
た
芸
能
と
い
う
こ
と
も
で
き
る（
一
つ
の
演
目
で
左
右
を
兼
ね
る
例
は
地
方
伝
承
の
舞

楽
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
）。

十
一
、
ま
と
め

こ
ん
に
ち
の
麒
麟
獅
子
舞
に
み
ら
れ
る
芸
態
や
旋
律
様
式
は
、『
教
訓
抄
』
の
記
述
や
、

『
管
眼
集
』『
懐
中
譜
』
の
音
進
行
に
整
合
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
麒
麟
獅
子
が
《
蘇
芳

菲
》《
狛
龍
》
系
の
芸
能
で
あ
っ
て
、
か
つ
平
安
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
様
式
を
そ

な
え
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

鳥
取
初
代
藩
主
池
田
光
仲
は
、
東
照
宮
祭
礼
創
始
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
シ

シ
舞
を
採
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
三
点
が
考
え
ら
れ
る
。

①　

池
田
光
仲
が
創
作
し
た
、
あ
る
い
は
命
じ
て
創
作
さ
せ
た
。

②　

中
央
雅
楽
の
伝
承
よ
り
《
蘇
芳
菲
》
を
採
り
入
れ
た
。

③　

光
仲
が
入
封
す
る
以
前
か
ら
因
幡
の
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
。

現
在
も
っ
と
も
支
持
さ
れ
て
い
る
の
は
第
一
説
で
、霊
獣
麒
麟
を
東
照
宮
祭
礼
の
出
し

も
の
と
し
て
登
場
さ
せ
た
と
す
る
野
津
氏
説
に
基
づ
く
説
で
あ
る
。日
本
遺
産
に
選
定
さ

れ
て
以
降
こ
の
説
は
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、麒
麟
獅
子
の
観
光
資
源

化
を
も
く
ろ
む
県
市
町
村
行
政
も
こ
の
説
を
後
押
し
し
て
い
る
。
し
か
し
、調
査
報
告
書

で
も
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
期
に
は
「
麒
麟
」
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。

芸
態
・
旋
律
と
し
て
も
蘇
芳
菲
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、光
仲
創
作
説
は
僻
説
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

光
仲
が
当
時
の
中
央
の
雅
楽
か
ら
蘇
芳
菲
舞
を
採
り
入
れ
た
可
能
性
も
ほ
ぼ
皆
無
で

あ
ろ
う
。
狛
龍
は
舞
と
し
て
も
楽
曲
と
し
て
も
鎌
倉
期
に
は
す
で
に
廃
絶
し
て
お
り
、蘇

芳
菲
は
楽
曲
と
し
て
は
こ
ん
に
ち
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
が
、舞
は
や
は
り
室
町
期
に
は
途

絶
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
こ
の
第
二
説
も
僻
説
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

棕
櫚
・
藁
の
ウ
マ
が
出
る
地
区
や
、狛
龍
急
に
類
似
の
旋
律
を
伝
承
し
て
い
る
地
区
も

あ
る
こ
と
な
ど
、
蘇
芳
菲
よ
り
も
先
行
し
て
絶
え
た
狛
龍
の
要
素
も
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
光
仲
入
封
よ
り
も
は
る
か
昔
か
ら
、
因
幡
の
地
に
こ
の
よ
う
な
シ
シ
の
舞
が
伝
承
さ

れ
て
き
た
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。た
だ
し
東
照
宮
祭
礼
に
そ
の
シ
シ

の
舞
を
採
り
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、扮
装
や
芸
態
な
ど
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
た
可
能
性
は

あ
る
だ
ろ
う
。

次
稿
で
は
、
武
徳
殿
競
馬
節
会
衰
退
の
の
ち
、
日
吉
社
の
小
五
月
会
な
ど
が
そ
れ
を
受

け
継
ぎ
行
幸
・
行
啓
が
あ
っ
た
こ
と
や
、さ
ら
に
室
町
期
に
か
け
て
大
名
に
端
午
の
競
馬

の
行
事
が
広
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
詳
述
し
、そ
の
な
か
で
蘇
芳
菲
・
狛
龍
は
ど
の
よ
う
な

上
演
機
会
・
状
況
で
あ
っ
た
の
か
考
察
し
て
み
た
い
。

光
仲
は
、
は
た
し
て
鳥
取
領
内
で
行
わ
れ
て
い
た
シ
シ
の
舞
が
、《
蘇
芳
菲
》
に
相
当

す
る
芸
能
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
あ
っ
た
の
か
。実
は
光
仲
が
創
始
し
た
東
照
宮
権

現
祭
の
最
大
の
目
玉
は
シ
シ
の
舞
で
は
な
く
、御
旅
所
の
馬
場
で
の
競
馬
で
あ
っ
た
。
光

仲
は
何
を
考
え
て
競
馬
の
祭
を
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 

（
次
稿
に
続
く
）

註1　

野
津
氏
が
定
義
す
る
神
楽
獅
子
と
は
、
鳥
取
県
東
部
佐
治
町
（
現
鳥
取
市
）
を
中
心
に
伝
承
さ
れ
て

い
る
伊
勢
太
神
楽
系
の
獅
子
舞
を
い
う
。
氏
説
の
と
お
り
で
あ
れ
ば
、
東
照
宮
創
建
当
時
す
で
に
伊

勢
太
神
楽
が
存
在
し
て
い
て
、
か
つ
因
幡
に
伝
播
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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2　
『
教
訓
抄
』
は
、南
都
興
福
寺
所
属
楽
人
の（
一
一
七
七
〜
一
二
四
二
）

狛
近
真
が
天（
一
二
三
三
）

福
元
年
に
撰
し
た
雅
楽
書
。
狛
家
累
代
が
記

し
た
伝
書
類
を
カ
ナ
交
じ
り
文
に
改
め
、
近
真
自
身
が
得
た
教
訓
や
情
報
を
加
え
て
編
集
さ
れ
た
書

で
あ
る
。
そ
の
た
め
近
真
の
活
躍
し
た
時
期
の
情
報
と
そ
れ
以
前
の
情
報
と
が
綯
交
ぜ
に
記
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
書
を
読
み
解
く
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

3　

植
木
行
宣
は
、
続た
い
ま
つ火
の
火
を
お
こ
す
意
味
に
解
し
て
い
る
（
教
訓
抄
ａ 

一
〇
七
頁
頭
注
）。

4　

平
安
末
期
の
藤
原
師
長
撰
の
箏
譜
集
『
仁
智
要
録
』
巻
第
七
乞
食
調
の
《
蘇
芳
菲
》
楽
譜
の
前
書
き

に
、

 

蘇
芳
菲　
（
中
略
）
南
宮
譜
云 

弘
仁
御
時
常
以
此
儛
奏
于
御
前
（
中
略
）
五
月
節
儛
御
輦
前 

従
彼
時

初
也

 

と
あ
っ
て
、
貞（
八
七
〇
〜
九
二
四
）

保
親
王
撰
の
『
南
宮
琵
琶
譜
』（
も
し
く
は
『
南
宮
横
笛
譜
』）
に
よ
れ
ば
、
弘
仁
年

間
に
始
ま
り
、
五
月
節
会
で
帝
の
御
輿
の
前
で
舞
う
の
は
そ
の
時
が
は
じ
ま
り
で
、
帝
の
御
前
で
こ

の
舞
を
奏
す
の
を
常
と
し
た
、
と
あ
る
。

5　

舞
楽
は
左
方
の
舞
と
右
方
の
舞
と
、
舞
の
規
模
や
舞
容
が
釣
り
合
う
も
の
を
一
演
目
ず
つ
選
ん
で
番
つ
が
い

と
す
る
。

6　

植
木
行
宣
は
「
ハ
ク
ビ
・
ハ
ク
ミ
」
を
「
運
び
」
と
解
し
て
い
る
（
教
訓
抄
ａ 

八
六
頁
頭
注
）。
本

稿
で
は
歯
喰
（
歯
ぎ
し
り
）
と
解
し
た
。

7　

■
去
肘

 

去ノ
ケ
カ
イ
ナ
肘　

諸
去
肘
、
左
去
肘
、
右
去
肘
、
小
諸
去
肘
、
下
去
肘 （
教
訓
抄
ａ
一
三
四
頁
）

 

諸
去ノ
ケ
カ
ヒ
ナ
肘　

左
右
手
ヲ
披
テ
、
袖
ノ
ハ（
端
）タ
ノ
ウ（
後
ろ
）

シ
ロ
ヲ
ト
ル
ヲ
云
ナ
リ
、

 

左
去
肘　

左
ノ
手
ヲ
ノ（
去
／
除
）ヘテ
、
ソ（
袖
）テ
ノ
ウ（
後
ろ
）

シ
ロ
ヲ
ト
ル
、
右
ノ
手
ヲ
ハ
腰
ニ
ツ（
付
）ク
ル
ナ
リ
、

 

右
去
肘　

左
ニ
ナ（

準

え

）

ソ
ラ
ヘ
テ
シ
ル
ヘ
シ
、

 

小
諸
去
肘　

普
通
ノ
諸
去
肘
ヨ
リ
少
シ
サ（
下
げ
）ケ
テ
ツ（
窄
）ホ
メ
タ
ル
ヤ
ウ
ナ
ル
ヲ
云
ナ
リ
、

 

下
去ノ

ケ

肘　

普
通
ノ
ヨ
リ
サ（

下
が
）カ

リ
テ
モ（

持
）ツ

ヘ
キ
ナ
リ
、 （
續
教
訓
鈔
二
九
六
頁
）

 

■
伏
肘

 

伏フ
セ
カ
イ
ナ
肘　

諸
伏
肘
、
左
伏
肘
、
右
伏
肘
。（
教
訓
抄
ａ
一
三
四
頁
）

 

諸モ
ロ
フ
セ
カ
ヒ
ナ

伏
肘
又ま
た

覆
フ
ス
・
ヲ
ヽ
フ

　

左
右
手
ヲ
披
テ
合
タ
ル
ヲ
云
ナ
リ
、
左
伏
肘
、
右
手
ヲ
腰
ニ
付
テ
左
ヲ
伏
タ
ル

ヲ
云
ナ
リ
、
右
伏
肘
、
左
手
ヲ
腰
ニ
付
テ
右
ヲ
伏
タ
ル
ヲ
云
也　

已
上
兩
伏
肘
ハ
諸
手
ヲ
合
テ
披
テ

伏
肘
ニ
打
ヘ
キ
ナ
リ
、 （
續
教
訓
鈔
二
九
六
頁
）

 

又
伏
肘
ヲ
打
ニ
ハ
、
ス
コ
シ
カ（

傾

）

タ
ブ
キ
テ
、
顔
ニ
打
カ
ケ
テ
、
手
ノ
サ
キ
ニ
目
ヲ
カ
ク
ベ
シ
。 （
教

訓
抄
ａ
一
三
三
頁
）

8　
『
江
家
次
第
』
の
著
者
は
大
江
匡ま
さ
ふ
さ房
（
一
〇
四
一
〜
一
一
一
一
）。
全
二
十
一
巻
（
現
存
は
十
九
巻
）。

正
確
な
編
纂
開
始
時
期
は
不
明
。
藤
原
師
通
の
命
令
を
受
け
て
編
纂
が
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
う
。
匡

房
晩
年
ま
で
書
き
続
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

9　

鎌
倉
期
に
は
急
の
舞
章
で
も
「
楽
拍
子
」
で
奏
さ
れ
、
ま
た
御
遊
な
ど
舞
の
な
い
演
奏
の
み
の
場
で

も
「
楽
拍
子
」
で
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、「
楽
拍
子
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
舞
の
ち

き
に
用
い
る
拍
子
」
で
あ
っ
て
、
特
定
の
拍
子
変
奏
法
を
し
め
す
用
語
で
は
な
く
、
テ
ン
ポ
感
な
ど

に
も
示
す
用
語
で
あ
る
た
め
、
か
な
ら
ず
し
も
二
倍
拍
・
音
進
行
を
ず
ら
す
変
奏
を
意
味
す
る
わ
け

で
は
な
い
。

10　

荒
木
神
社
と
三
嶋
神
社
は
も
と
も
と
別
の
社
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
七
年
に
荒
木
社
に
三
嶋
社
が
合
祀

さ
れ
た
。
荒
木
社
は
因
幡
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
平
時
範
が
承（
一
〇
九
九
）

徳
三
年
に
参
拝
し
た
記
録
も
あ
り
、

秋
里
集
落
は
三
嶋
社
の
社
領
で
あ
っ
た
と
い
う
。
江
戸
期
に
は
藩
の
管
理
と
な
り
藪
番
人
が
置
か
れ

る
ほ
ど
特
別
な
処
遇
を
う
け
た
。
旧
社
地
の
発
掘
調
査
で
は
、
弥
生
時
代
か
ら
鎌
倉
室
町
期
ま
で
の

数
々
の
遺
構
・
遺
物
が
で
て
、
古
代
中
世
に
か
け
て
因
幡
に
お
け
る
水
運
の
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。
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From the Bugaku Dances Sohōhi and Komaryo Performed 
at the Kurabeuma-no-sechie to the Kirin-jishi Dance of Inaba 

(Part One)

TAKWA Satoshi

On the first year of the Keian era (1650 CE), the first feudal lord of Tottori IKEDA Mitsunaka 池田光仲 built the first 

Toshogū 東照宮 shrine in any feudal domain, and on next year, established the Gongen-sai 権現祭 festival. The Kirin-jishi 麒
麟獅子 dance currently handed down in approximately 150 wards of the Inaba 因幡 area (eastern Tottori prefecture) is 

based on the shishi-mai featured in the Gongen-sai festival. The first scholar to advance such a theory was NOZU Ryū ( 野津
龍 1935-2015), Professor at Tottori University. Today, his hypothesis has become widely accepted.

Between 2016 and 2019, the Education Board of Tottori prefecture conducted surveys on Inaba’s Kirinjishi dance. 

NAGAI Takeshi 永井猛 , one of the technical advisers of the survey project, suggested that the characteristic “horn” of the 

Kirin-jishi head mask might be related to the piece Sohōhi 蘇芳菲 , a “unicorn dance” depicted in the Bugaku-no-zu 舞楽の圖
(Shinzei-kogakuzu 信西古楽図 ). NAGAI alluded to the possibility that Sohōhi might be the source of the Kirin-jishi dance. In 

this article, I try to examine NAGAI’s theory from multiple perspectives.

In the first installment, I analyze the performance style and musical characteristics of the Kirin-jishi dance in light of 

musical instructions and collections of notations edited in the 12th and 13th century, such as Kyōkun-shō 教訓抄 and Kangen-

shū 管眼集 . I also examine the relation between the Kirin-jishi dance and the Kurabeuma-no-sechie 競馬節会 , a horseracing 

ceremony of the court. On this basis, I shed light on the commonalities between the bugaku 舞楽 pieces Sohōhi and 

Komaryō 狛龍 and Inaba’s Kirin-jishi dance.




